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【Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－㉘】 

㉘ 多様な在宅ニーズに対応した薬局の 

高度な薬学的管理に係る体制評価の見直し 

 

第１ 基本的な考え方 
 

悪性腫瘍以外の患者も含むターミナル期の患者に対する薬剤の提供を
含む適切な薬学的管理のニーズの増加に対応するため、薬剤師が行う訪
問薬剤管理指導を充実する観点から、医療用麻薬等の提供体制、急変時
の夜間・休日における対応等を含めた在宅患者（緊急）訪問薬剤管理指
導について、要件及び評価を見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．調剤基本料について、麻薬の備蓄や無菌製剤処理の体制、小児在宅
医療の対応等の在宅訪問を十分行うための体制整備や実績に基づく薬
局の評価を新設する。 

 
（新）  在宅薬学総合体制加算 

イ 在宅薬学総合体制加算１   15 点 
ロ 在宅薬学総合体制加算２   50 点 

 

［算定要件］ 
（１）在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導

を行うにつき必要な体制を評価するものであり、在宅患者訪問薬

剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患

者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費

若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者等が提

出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。ただ

し、「区分１５在宅患者訪問薬剤管理指導料」の(４)において規定

する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて調剤を行った場合は、こ

の限りでない。 

（２）特別調剤基本料Ａを算定する保険薬局において調剤した場合に

は、それぞれの点数の 100 分の 10 に相当する点数を所定点数に加

算する。 

（３）特別調剤基本料Ｂを算定する保険薬局は算定できない。 
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［施設基準］ 
１ 在宅薬学総合体制加算１の施設基準 

（１）地方厚生（支）局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨

の届出を行っている保険薬局であること。 

（２）直近１年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問

薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指

導費及び介護予防居宅療養管理指導費についての算定回数（ただ

し、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。）の合

計が計 24 回以上であること（在宅協力薬局として連携した場合

（同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。）及び同

等の業務を行った場合を含む。）。なお、「同等の業務」とは、在宅

患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者１人当たりの同一月内

の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を

含む。 

（３）緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体

制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備につ

いては、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法を講

じている場合も含むものである。 

（４）地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉

関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対

応できる体制に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応す

ること。また、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行

っていること。 

（５）当該保険薬局において、在宅業務の質の向上のため、研修実施計

画を作成し、当該計画に基づき当該保険薬局で在宅業務に関わる

保険薬剤師に対して在宅業務に関する研修を実施するとともに、

定期的に在宅業務に関する外部の学術研修（地域の薬剤師会等が

行うものを含む。）を受けさせていること。なお、当該学術研修に

ついては、認知症、緩和医療、厚生労働省「人生の最終段階にお

ける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容

を踏まえた意思決定支援等に関する事項が含まれていることが望

ましい。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に

関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する

学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせている

ことが望ましい。 

（６）医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。ま

た、患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対

し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則と
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して衛生材料を当該患者に供給すること。なお、当該衛生材料の

費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険

薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合

議に委ねるものとする。 

（７）麻薬及び向精神薬取締法第３条の規定による麻薬小売業者の免許

を取得し、必要な指導を行うことができること。 

 

２ 在宅薬学総合体制加算２の施設基準 

（１）次のア又はイを満たす保険薬局であること。 

ア 以下の①から②までの要件を全て満たすこと。 

① 医療用麻薬について、注射剤１品目以上を含む６品目以上を

備蓄し、必要な薬剤交付及び指導を行うことができること。 

② 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全

キャビネットを備えていること。 

イ 直近１年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料の注５若しくは注

６に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注４若し

くは注５に規定する加算又は在宅患者緊急時等共同指導料の注４

若しくは注５に規定する加算の算定回数の合計が６回以上である

こと。 

（２）２名以上の保険薬剤師が勤務し、開局時間中は、常態として調剤

応需の体制をとっていること。 

（３）直近１年間に、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包

括管理料の算定回数の合計が 24 回以上であること。 

（４）医薬品医療機器等法第 39 条第１項の規定による高度管理医療機

器の販売業の許可を受けていること。 

（５）１の基準を満たすこと。 

 

２．在宅患者調剤加算を廃止する。 
 

改 定 案 現   行 

【薬剤調製料】 

１～５ （略） 

６ 外用薬（１調剤につき） 

注１～７ （略） 

（削除） 

 

 

 

 

【薬剤調製料】 

１～５ （略） 

６ 外用薬（１調剤につき） 

注１～７ （略） 

８ 別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保

険薬局において、区分番号１５

に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
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［施設基準］ 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

指導料を算定している患者その

他厚生労働大臣が定める患者に

対する調剤を行った場合に、在

宅患者調剤加算として、処方箋

受付１回につき15点を所定点数

に加算する。 

 

［施設基準］ 

八 薬剤調製料の注８に規定する施

設基準 

（略） 

 

九 薬剤調製料の注８に規定する患

者 

（略） 

 

３．在宅患者訪問薬剤管理指導料について、注射による麻薬の投与が必
要な患者に対する定期訪問の上限回数を週２回かつ月８回までに見直
す。 

 
４．調剤基本料の届出を行っていない薬局は、在宅患者訪問薬剤管理指

導料及び在宅緊急患者訪問薬剤管理指導料を算定できないものとする。 
「Ⅲ－８－④」を参照のこと。 

 

改 定 案 現   行 

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 

［算定要件］ 

注１ あらかじめ在宅患者訪問薬剤

管理指導を行う旨を地方厚生局

長等に届け出た保険薬局におい

て、在宅で療養を行っている患

者であって通院が困難なものに

対して、医師の指示に基づき、

保険薬剤師が薬学的管理指導計

画を策定し、患家を訪問して、

薬学的管理及び指導を行った場

合に、単一建物診療患者（当該

患者が居住する建物に居住する

者のうち、当該保険薬局が訪問

薬剤管理指導を実施しているも

のをいう。）の人数に従い、患

者１人につき月４回（末期の悪

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 

［算定要件］ 

注１ あらかじめ在宅患者訪問薬剤

管理指導を行う旨を地方厚生局

長等に届け出た保険薬局におい

て、在宅で療養を行っている患

者であって通院が困難なものに

対して、医師の指示に基づき、

保険薬剤師が薬学的管理指導計

画を策定し、患家を訪問して、

薬学的管理及び指導を行った場

合に、単一建物診療患者（当該

患者が居住する建物に居住する

者のうち、当該保険薬局が訪問

薬剤管理指導を実施しているも

のをいう。）の人数に従い、患

者１人につき月４回（末期の悪
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性腫瘍の患者、注射による麻薬

の投与が必要な患者及び中心静

脈栄養法の対象患者にあって

は、週２回かつ月８回）に限り

算定する。この場合において、

１から３までを合わせて保険薬

剤師１人につき週40回に限り算

定できる。ただし、区分番号０

０に掲げる調剤基本料の注２に

規定する特別調剤基本料Ｂを算

定する保険薬局は、いずれの場

合においても算定できない。 

２ 在宅で療養を行っている患者

であって通院が困難なものに対

して、情報通信機器を用いた薬

学的管理及び指導（訪問薬剤管

理指導と同日に行う場合を除

く。）を行った場合に、注１の

規定にかかわらず、在宅患者オ

ンライン薬剤管理指導料とし

て、患者１人につき、１から３

までと合わせて月４回（末期の

悪性腫瘍の患者、注射による麻

薬の投与が必要な患者及び中心

静脈栄養法の対象患者にあって

は、週２回かつ月８回）に限り

59点を算定する。また、保険薬

剤師１人につき、１から３まで

と合わせて週40回に限り算定で

きる。 

注３～９ （略） 

性腫瘍の患者及び中心静脈栄養

法の対象患者にあっては、週２

回かつ月８回）に限り算定す

る。この場合において、１から

３までを合わせて保険薬剤師１

人につき週40回に限り算定でき

る。 

 

 

 

 

 

２ 在宅で療養を行っている患者

であって通院が困難なものに対

して、情報通信機器を用いた薬

学的管理及び指導（訪問薬剤管

理指導と同日に行う場合を除

く。）を行った場合に、注１の

規定にかかわらず、在宅患者オ

ンライン薬剤管理指導料とし

て、患者１人につき、１から３

までと合わせて月４回（末期の

悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄

養法の対象患者にあっては、週

２回かつ月８回）に限り59点を

算定する。また、保険薬剤師１

人につき、１から３までと合わ

せて週40回に限り算定できる。 

 

 

注３～９ （略） 

 
５．在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の緊急訪問の回数上限について、

末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の場合は、現行
の月４回から原則として月８回に見直す。 

 
６．末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の急変時等の

医師の指示に基づいた緊急訪問について、休日や夜間・深夜に実施し
た場合の加算を設ける。 

 

改 定 案 現   行 

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導

料】 

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導

料】 
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［算定要件］ 

注１ １及び２について、訪問薬剤

管理指導を実施している保険薬

局の保険薬剤師が、在宅での療

養を行っている患者であって通

院が困難なものの状態の急変等

に伴い、当該患者の在宅療養を

担う保険医療機関の保険医又は

当該保険医療機関と連携する他

の保険医療機関の保険医の求め

により、当該患者に係る計画的

な訪問薬剤管理指導とは別に、

緊急に患家を訪問して必要な薬

学的管理及び指導を行った場合

に、１と２を合わせて月４回

（末期の悪性腫瘍の患者又は注

射による麻薬の投与が必要な患

者にあっては、原則として月８

回）に限り算定する。ただし、

情報通信機器を用いて必要な薬

学的管理及び指導を行った場合

には、在宅患者緊急オンライン

薬剤管理指導料として、59点を

算定する。なお、区分番号００

に掲げる調剤基本料の注２に規

定する特別調剤基本料Ｂを算定

する保険薬局は、算定できな

い。 

２～８ （略） 

９ １について、末期の悪性腫瘍

の患者及び注射による麻薬の投

与が必要な患者に対して、保険

医の求めにより開局時間以外の

夜間、休日又は深夜に、緊急に

患家を訪問して必要な薬学的管

理及び指導を行った場合は、次

に掲げる点数をそれぞれ所定点

数に加算する。 

イ 夜間訪問加算    400点 

ロ 休日訪問加算    600点 

ハ 深夜訪問加算   1,000点 

［算定要件］ 

注１ １及び２について、訪問薬剤

管理指導を実施している保険薬

局の保険薬剤師が、在宅での療

養を行っている患者であって通

院が困難なものの状態の急変等

に伴い、当該患者の在宅療養を

担う保険医療機関の保険医又は

当該保険医療機関と連携する他

の保険医療機関の保険医の求め

により、当該患者に係る計画的

な訪問薬剤管理指導とは別に、

緊急に患家を訪問して必要な薬

学的管理及び指導を行った場合

に、１と２を合わせて月４回に

限り算定する。ただし、情報通

信機器を用いて必要な薬学的管

理及び指導を行った場合には、

在宅患者緊急オンライン薬剤管

理指導料として、59点を算定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

２～８ （略）  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．新興感染症等の自宅及び施設入所の患者に対して、医師の処方箋に
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基づき、薬剤師が訪問して薬剤交付・服薬指導した場合に在宅患者緊
急訪問薬剤管理指導料１を算定できることとする。 

「Ⅱ－６－⑦」を参照のこと。 




